
告

示

県
道
飯
野

三
春
石
川

線 路
線
名

石
川
郡
玉
川
村
大
字
南
須

釜
字
千
五
沢
一
番
三
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
南
須

釜
字
千
五
沢
一
五
九
番
一

地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
四
・
〇
〜

八
一
・
〇

一
二
・
〇
〜

二
五
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
八
〇
・
〇

二
五
一
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

小
名
浜
加
入
区
の
指
定
漁
船
所
有
者
か
ら
、
そ
の
所
有
す
る
指
定
漁
船
の
全
部
を
普
通
損
害
保
険
に
付

す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
大
平
春
登
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
一
年
六
月

二
十
五
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
矢
吹
正
一
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
一
年
六
月

二
十
五
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
双
葉
郡
�

尾
村
の
地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

�
尾
村

二

成
果
の
名
称

双
葉
郡
�
尾
村
大
字
野
川
の
一
部
の
地
域
に
係
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)
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損
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き
こ
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件
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八
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業
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補
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に
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る
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件

四
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落
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件
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収
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県
道
飯
野

三
春
石
川

線

石
川
郡
玉
川
村
大
字
南
須

釜
字
千
五
沢
一
番
三
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
南
須

釜
字
千
五
沢
一
五
九
番
一

地
先
ま
で

変
更
後

変
更
前

一
四
・
〇
〜

八
一
・
〇

一
二
・
〇
〜

二
五
・
〇

二
八
〇
・
〇

二
五
一
・
〇

公

告

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
号

公
有
水
面
埋
立
法(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
十
三
条
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
有
水
面

埋
立
て
の
免
許
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
許
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

許
可
を
受
け
た
者
の
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

福
島
県

事
務
所
の
所
在
地

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

代
表
者
の
氏
名

福
島
県
知
事

佐
藤

雄
平

二

免
許
の
年
月
日

平
成
十
年
一
月
二
十
二
日

三

許
可
の
年
月
日

平
成
二
十
一
年
七
月
十
四
日

四

変
更
事
項

埋
立
地
の
用
途
ご
と
の
規
模

(

変
更
前)

ふ
頭
用
地

約
二
一
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

保
管
施
設
用
地

約
一
八
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

緑
地

約
六
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

道
路
用
地

約
二
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

(

変
更
後)

ふ
頭
用
地

約
二
四
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

保
管
施
設
用
地

約
一
七
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

緑
地

約
五
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

道
路
用
地

約
一
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

(

港

湾

課)

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

公
有
水
面
埋
立
法(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
四
十
二
条
第
三
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
三

条
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
有
水
面
埋
立
て
の
承
認
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承
認
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

承
認
を
受
け
た
者
の
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局

事
務
所
の
所
在
地

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
花
京
院
一
丁
目
一
番
二
十
号

代
表
者
の
氏
名

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
長

岡
田

光
彦

二

承
認
の
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
十
日

三

変
更
承
認
の
年
月
日

平
成
二
十
一
年
七
月
十
四
日

四

変
更
事
項

埋
立
地
の
用
途
及
び
規
模

(

変
更
前)

ふ
頭
用
地

七
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

緑
地

六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

道
路
用
地

六
二
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

ふ
頭
用
地

八
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

(

港

湾

課)

公
告
第
４
２
２
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
総
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
更
新
工
事
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い

う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

)
第
274条

の
11第

１
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
21年
７
月
28日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

福
島
県
総
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
更
新
工
事
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
生
活
環
境
部
県
民
安
全
総
室
災
害
対
策
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
21年
５
月
26日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
７
番
１
号

５
落
札
金
額

6,776,483,600円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
21年
４
月
３
日

(生
活
環
境
総
務
課
)
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

福
島
県
収
用
委
員
会

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
十
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の

者
に
送
付
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
書
記
室(

福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
用

地
室)

に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会

長

渡

�

健

壽

一

書
類
の
名
称

裁
決
申
請
に
係
る
審
理
の
期
日
及
び
場
所
を
記
載
し
た
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日
付
け
の
通

知
書

二

書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

石
松
茂

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

千
葉
県
千
葉
市
花
見
川
区

幕
張
本
郷
二
丁
目
三
九
番
一
六
号(
平
成
一
九
年
二
月
一
五
日
職
権
消

除)
)

石
井
眞
子

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル
国
サ
ン
パ
ウ
ロ

州
ア
ル
バ
レ
ス
マ
ッ
シ
ャ
ド
市)

半
谷
眞
信

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル)

橘
喜
美
子

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル
国
サ
ン
パ
ウ
ロ

州)

半
谷
琴
子

不
明

�
野
隆
助

不
明

松
�
嘉
子

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

千
葉
県
柏
市
豊
町
二
丁
目
三
番

一
八
│
七
〇
五
号)

�
池
謙
祐

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
最
終
住
所

千
葉
県
市
川
市
大
和
田
五

丁
目
一
番
六
号(

仙
花
荘
二
〇
三
号)

(

平
成
一
五
年
二
月
二
八
日

職
権
消
除)

)

吉
田
竹
彦

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

山
形
県
山
形
市
鈴
川
町
二
丁
目

一
番
八
号)

三

そ
の
他

前
記
通
知
書
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
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